
静岡県組合員募集 

 

１．開業までの期間        約１ヶ月後 

２．開業に必要な資金 

    （１）加 入 手 数 料    ２６０，０００円（消費税含む） 

    （２）書類作成指導料     ３３，０００円（消費税含む） 

    （３）出 資 金     ４０，０００円（１口 １０，０００円 ４口分） 

    （４）車 両 購 入 費    ローン又はリース可 

                  ※車両持込みの場合は、応相談 

    （５）諸 費 用    別 途（重量税他） 

    （６）保 険 料 

         ①自 賠 責 保 険    ２７，２４０円（２５ヶ月分） 

         ②自 動 車 保 険    条件等で金額変動の為、応相談 

         ③運 送 保 険    １０，０００円（１２ヶ月分） 

                     ※補償 １，０００万円 免責 １０，０００円 

         ④労 災 保 険   約６５，０００円（１２ヶ月分 事務手数料含む） 

         ⑤国民年金基金    １１，０００円（ １ヶ月分 ４０歳の場合） 

         ⑥Ｊ Ａ Ｆ     ４，０００円（１２ヶ月分） 

    （７）賦 課 金 

         ①静岡県組合費    １３，０００円（ １ヶ月分） 

         ②連 合 会 費     １，５００円（ １ヶ月分） 

         ③福利厚生賦課金     １，５００円（ １ヶ月分） 

３．開業に必要な施設 

    （１）事務所兼仮眠所    【自宅を営業所にする場合は、自宅の一室】 

    （２）駐 車 場    【基本は、１台に付き約１２㎡（３ｍ×４ｍ）】 

４．開 業 祝 い 金         ５０，０００円 ※開業３ヶ月後に組合より支給 

 

＜＜特 典＞＞ 

１．新規加入者に付き６ヶ月間の優先配車 

２．赤帽ロゴ等の使用 

３．赤帽組合員からの応援配車 

                                                      ＜＜お問い合わせ＞＞ 

赤 帽 静岡県軽自動車運送協同組合 

ＴＥＬ ０５４－２６３－７３６３ 

ＦＡＸ ０５４－２６１－２５６７ 

Ｅ－Ｍａｉｌ：shizuoka.akabou.jp 


